
令和３年度第２回加東市子ども・子育て会議次第

日時：令和４年３月１０日（木）

                           午後２時から

                        場所：加東市役所３０２会議室

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 事

（１） 会長、副会長の選出について

（２） 第２期加東市子ども・子育て支援事業計画における令和２年度進捗状況報告につ

いて

（３） 特定教育・保育施設の利用定員の設定について

（４） 「加東市子ども・子育て支援に関する条例」の制定について

４ そ の 他

５ 閉 会



学校教育の
利用希望

その他

利用見込の人数
（市外の子ども含む）

264 31 797 408

31 797 

認定こども園 174 620 321 

保育所 126 49 

幼稚園

小　　計 174 746 370 

確認を受けない幼稚園
（附属幼稚園）

140 20 

認可外保育施設
（鴨川保育園）

13 7 

企業主導型保育事業 18 

小　　計 140 20 13 25 

20 759 

認定こども園 159 666 337 

保育所 97 49 

幼稚園

小　　計 159 763 386 

確認を受けない幼稚園
（附属幼稚園）

46 41 

認可外保育施設
（鴨川保育園）

8 3 

企業主導型保育事業 7 

小　　計 46 41 8 10 

合　　計（Ｃ） 205 41 771 396 

779 
395 

第２期加東市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度の進捗状況（教育・保育事業）

　令和２年度において、保育所・幼稚園・認定こども園等の利用見込み人数（量の見込み（Ａ））に対し、
加東市内全体でどれだけの定員枠を確保したか（定員（Ｂ））、実際にどれだけの利用があったか
（利用人数（Ｃ）R3.3.31現在）を表にしたもの。

利
用
人
数
（
市
外
の
子
ど
も
含
む
）

定
員

１号認定子ども
（３～５歳保育不要）

２号認定子ども
（３～５歳保育必要） ３号認定子ども

（０～２歳保育必要）

量
の
見
込
み

264 合計（Ａ）
828 

408 

合　　計（Ｂ） 314 

資料①



80,607 人日(延べ) 36,105 人日(延べ)

4 か所 4 か所

3 か所 3 か所

3 か所 3 か所

5,042 人日(延べ) 3,007 人日(延べ)

0 人日(延べ) 0 人日(延べ)

5,042 人年 3,007 人年

11 園 11 園

公立 2 園 2 園

私立 9 園 9 園

906 人年(延べ) 504 人年(延べ)

906 人年(延べ) 504 人年(延べ)

2 か所 2 か所

11 か所 11 か所

0 か所 0 か所

0 か所 1 か所

115 人日(延べ) 48 人日(延べ)

115 人日(延べ) 48 人日(延べ)

1 か所 1 か所

4 総定員 4 総定員

0 か所 0 か所

0 総定員 0 総定員

508 人日(延べ) 151 人日(延べ)

508 人日(延べ) 151 人日(延べ)

410 人(実) 371 人(実)

443 人(実) 493 人(実)

414 人年(実) 592 人年(実)

5,796 回年(延べ) 5,277 回年(延べ)

　令和２年度において、地域子ども・子育て支援事業（(1)～(9)）の利用見込み人数（計画）に
対して、実際にどれだけの利用があったか（実績）を表にしたもの。

確 保 方 策（②）

放課後児童
健全育成事業

(6)

量 の 見 込 み

確 保 方 策

子育て援助
活動支援事業
(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･

ｾﾝﾀｰ事業)

(5)

量の見込み（①）

量の見込み（①）

確 保 方 策（②）

病児保育
事業

(4) 病 児 対 応 型

病後児対応型

区　　　　　分

医療機関

医療機関へ委託

血液検査、超音波検査、
子宮頸がん検診等

通年実施

検 査 項 目

実 施 時 期

血液検査、超音波検査、
子宮頸がん検診等

通年実施

(2)

内訳

量の
見込み

内訳

１号認定による利用

２号認定による利用

確 保 量

確 保 方 策

量 の 見 込 み

確 保 方 策

一時預かり
事業

（幼稚園型） 実 施 園 数確保
方策

地域子育て
支援拠点事業

利用者
支援事業

第２期加東市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度の進捗状況（地域子ども・子育て支援事業）

一
般
型

保 育 所

認定こども園

地域子育て支援拠点

そ の 他

一時預かり
事業

（幼稚園型を
除く）

(3-2)

量の見込み

確 保 方 策

箇所数

量 の 見 込 み

(3-1)

計  画

(1)

実  績

確保
方策

医療機関

医療機関へ委託

実 施 場 所

実 施 体 制

妊婦健康診査(7)

量の
見込み

人 数

検 診 回 数

資料②



　令和２年度において、地域子ども・子育て支援事業（(1)～(9)）の利用見込み人数（計画）に
対して、実際にどれだけの利用があったか（実績）を表にしたもの。

区　　　　　分 計  画 実  績

358 人年(実) 316 人年(実)

2 人 2 人

91 人年(延べ) 103 人年(延べ)

2 人 1 人

委 託 団 体 等 なし 加東市訪問介護事業所

養育支援
訪問事業

(9)

量 の 見 込 み

確保
方策

実 施 体 制

実 施 機 関

市（保健センター）

なし

確保
方策

実 施 機 関

市（福祉総務課） 市（福祉総務課）

委 託 団 体 等

実 施 体 制
乳児家庭

全戸訪問事業
(8)

市（保健センター）

なし

量 の 見 込 み



特定教育・保育施設の利用定員の設定について

１．利用定員とは 

認可定員（※）の範囲内で、施設・事業者からの申請に基づいて設定するもので、

以下のように定めるものとされています。 

  ・利用定員は認可定員に一致させることを基本とするが、認可定員の範囲内で設定

する 

  ・恒常的に利用人数が少ない場合には、認可定員を超えない範囲内で利用状況を反

映して設定することが可能 

  また、子ども・子育て支援制度における給付（施設型給付及び地域型保育給付）に

あたっては、利用定員により公定価格（給付単価）が決まる仕組みとなっています。 

具体的には、定員が大きければ子ども一人当たりの給付単価は下がり、定員が小さ

ければ給付単価が上がることになります。 

※認可定員とは、教育・保育施設の認可を受ける際に、その施設の設備および運営の基

準を満たす定員を指します。本市内の施設において教育・保育施設は兵庫県が、地域

型保育事業は加東市が、それぞれ認可を行います。 

子ども・子育て支援制度に係る認可・確認主体 

給付種別 施設事業の類型 認可主体 確認主体 

施設型給付 

認定こども園 

幼保連携型 

兵庫県 加東市 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

幼稚園 

保育所 

地域型保育給付 

小規模保育事業 

加東市 加東市 
家庭的保育事業 

居宅訪問型保育事業 

事業所内保育事業 

２．利用定員の設定について 

本市が「利用定員」を設定するにあたっては、子ども・子育て支援法に基づき、子

ども・子育て会議で意見聴収を行うものとされています。 

以下の施設は、現在、本市と認可に向けた協議を行っているところであり、設置認

可後、本市が確認を行う際に設定する利用定員の案について、当会議で意見聴収を行

うものです。 
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（1）令和４年４月１日付け認可・認定（予定）に伴う利用定員の設定（案） 

社会福祉法人東条保育福祉会が運営する秋津保育園の保育所から保育所型認定こ

ども園移行に伴い、新たに設定する利用定員（案）は以下のとおりです。 

施設・事業の種類 保育所型認定こども園 

公私区分 私立 

法人名 社会福祉法人 東条保育福祉会 

施設名 秋津こども園 

所在地 加東市秋津９４０番地４ 

認可定員（人） 

（予定） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

３ ７ １０ １２ １２ １２ ５６ 

利
用
定
員
（
人
）

給付認定 １号認定 
２号認定 ３号認定 

合計 
３歳～５歳 ０歳 １・２歳 

変更前 ０ ３６ ２ ７ ４５

変更後 ６ ３０ ３ １７ ５６

増 減 ６ ▲６ １ １０ １１

利用実績（人） 

各年４月１日

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 平均 

４４ ３９ ４０ ４１ ４４ ４１.６

（2）令和４年４月１日付け就学前教育･保育施設の利用定員一覧 

分類 施設名 公私 
利用定員 （参考） 

認可定員1 号 2 号 3 号 計 

認定 

こども園

泉こども園 私  15 47 28 90 90

正覚坊こども園 私 15 45 35 95 95

東古瀬こども園 私 15 36 24 75 75

三草こども園 私 15 50 30 95 95

たきの愛児園 私 15 62 28 105 105

加茂こども園 私 15 64 21 100 100

河高こども園 私  10 55 15 80 80

高岡育児園 私 15 40 20 75 75

東条こども園 私 15 63 22 100 100

秋津こども園 私 6 30 20 56 56

加東みらいこども園 公 55 115 80 250 250

米田こども園 公 3 37 20 60 60

保育所 

椿山保育園 私  - 45 25 70 80

さくら保育園 私  - 35 15 50 60

鴨川保育園 公  - 13 7 20 20

幼稚園 兵庫教育大学附属幼稚園 
国立大

学法人 
130 30  - 160 160

計 324 767 390 1481 1501



資料④

加東市内
幼稚園・保育所・認定こども園　一覧



『加東市子ども・子育て支援に関する条例』（※仮称）の制定について

 加東市は、平成１８年度に「加東市次世代育成支援行動計画」を策定し、平成２７年度からは「加東市子ども・子

育て支援事業計画」に引き継ぎ、「子どもがいきいきと成長できるまち 地域全体、まち全体がみんなで子育てに協力

できるまち 子育て 子育ち応援タウン かとう」を計画の基本理念とし、子ども・子育て支援に関する施策を展開

してきました。 

 近年、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、「まち全体がみんなで子育てに協力できるまち」

を目指すためには、子ども・子育て支援に関する施策や基本理念等の周知と併せて、市の責務並びに保護者、地域住

民、学校・保育所等及び事業者のそれぞれの役割を明確にし、広く市民に示すための条例の制定が必要と考えます。 

「加東市子ども・子育て支援に関する条例（※仮称）」
（構成イメージ） 

第１章 市・保護者・事業者等の責務及び役割 
第２章 まち全体で子どもを育むまちづくりの推進 
第３章 子どもに関する計画・施策の推進 

・加東市地域福祉計画 

・加東市子ども・子育て支援事業計画 

・加東市人権尊重のまちづくり基本計画 

・加東市男女共同参画プラン ほか

子ども

加東市 

保護者

事業者

（企業）
学校・ 

保育所

等

地域 

住民 

まち全体（加東市、保護者、学校・
保育所等、事業者等）が、子どもの
育成に責任があることを認識し、相
互に連携しながら子どもを育むため
の体制を明確にしていく。 

資料⑤ 

制定に伴うスケジュール（案） 
令和４年度 

（令和４年６月頃予定） 
■第１回加東市子ども・子育て会議 
「条例制定にあたってのニーズ調査
（アンケート）案について」 
    ↓ 
※アンケート調査実施 
    ↓ 
 （令和４年１１月頃予定） 
■第２回加東市子ども・子育て会議 
「条例の素案について」 
    ↓ 
※パブリックコメント実施 
    ↓ 
 （令和５年２月頃予定） 
■第３回加東市子ども・子育て会議 
「条例制定にあたってパブリックコメ
ント結果及び条例の修正案について」 


